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くらしの情報

広告富山県（地域別）最低賃金が変わりました
＜平成22年 10月 27日発効＞

時間額：６９１円
（従来の679円から 12円引き上げ）

※この最低賃金は、県下すべての事業場の労働者に適用されます。
　この金額に満たない賃金支払は、最低賃金法違反となります。
問合せ先　富山労働局賃金室（☎４３２－２７３５）　　
　　　　　または最寄りの労働基準監督署まで

広告

介
護
サ
ー
ビ
ス
情
報
の

公
表
を
ご
存
知
で
す
か
？

　「
介
護
サ
ー
ビ
ス
情
報
の
公
表
」

制
度
は
、
全
国
の
介
護
サ
ー
ビ
ス

事
業
所
の
情
報
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
を
通
じ
て
公
表
す
る
し
く
み
で

す
。「
介
護
サ
ー
ビ
ス
情
報
公
表

シ
ス
テ
ム
」
が
よ
り
身
近
で
使
い

や
す
い
サ
イ
ト
と
な
る
よ
う
、
新

し
い
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
「
介
護
サ
ー

ビ
ス
選
択
お
助
け
ネ
ッ
ト
」
を
試

験
的
に
公
開
し
て
い
ま
す
。
ぜ
ひ

ご
覧
く
だ
さ
い
。

Ｕ
Ｒ
Ｌ　

　http://toyam
a.kaigoinfo.jp

試
験
公
開
期
間
　

　
平
成
23
年
３
月
ま
で

対
象
サ
ー
ビ
ス
　
訪
問
介
護
、
通

　
所
介
護
、
居
宅
介
護
支
援
、
特

　
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
（
有

　
料
老
人
ホ
ー
ム
）、
短
期
入
所

　
生
活
介
護

▼
問
合
せ
先　

介
護
サ
ー
ビ
ス
情

　
報
公
表
支
援
セ
ン
タ
ー

　（
☎
03
‐
５
２
７
６
‐
１
６
０
２
）

　
県
厚
生
部
高
齢
福
祉
課

　（
☎
４
４
４
‐
３
２
７
２
）

　
富
山
県
指
定
情
報
公
表
セ
ン
タ
ー

　（
☎
４
３
２
‐
６
５
５
５
）

全
国
一
斉
女
性
の
人
権

ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン
強
化
週
間

　
人
権
擁
護
委
員
に
よ
る
無
料
電

話
相
談
を
開
催
し
ま
す
。

と
き
　
11
月
15
日
㈪
〜
21
日
㈰

　
午
前
８
時
30
分
〜
午
後
７
時

※
土
曜
・
日
曜
日
は
、
午
前
10
時

　
〜
午
後
５
時

対
象
　
女
性
の
人
権
に
関
し
て
お

　
悩
み
の
方

相
談
内
容
　
夫
・
パ
ー
ト
ナ
ー
か

　
ら
の
暴
力
、
職
場
な
ど
に
お
け

　
る
セ
ク
ハ
ラ
、
ス
ト
ー
カ
ー
行

　
為
、
そ
の
ほ
か
女
性
を
め
ぐ
る

　
各
種
の
問
題

相
談
受
付
の
電
話
番
号

　
４
４
１
‐
０
６
５
８
　
ま
た
は

　
０
５
７
０
‐
０
７
０
‐
８
１
０

▼
問
合
せ
先

　
富
山
地
方
法
務
局
人
権
擁
護
課

　（
☎
４
４
１
‐
６
３
７
６
）

で
き
る
だ
け
早
く

下
水
道
の
利
用
を
！

　
供
用
開
始
区
域
内
で
、
ま
だ

下
水
道
に
接
続
さ
れ
て
い
な
い

ご
家
庭
は
、
お
早
め
に
下
水
道
を

利
用
し
て
く
だ
さ
い
。

問
合
せ
先　

上
下
水
道
課

　（
内
線
４
４
２
・
４
４
４
）

　
家
庭
外
で
働
く
こ
と
の
困
難
な

方
の
た
め
に
、
相
談
員
が
就
業
に

関
す
る
相
談
指
導
を
行
っ
て
い
ま

す
。お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

と
き
　
毎
週
火
・
金
曜
日

　
午
前
９
時
〜
午
後
４
時

と
こ
ろ
　
働
く
婦
人
の
家

▼
問
合
せ
先
　
働
く
婦
人
の
家

　（
☎
４
７
５
‐
５
７
８
０
）

家
内
労
働
相
談

と
き
　
❶
11
月
16
日
㈫
❷
17
日
㈬

　
い
ず
れ
も
午
前
10
時
〜
正
午

と
こ
ろ
　
❶
富
山
県
立
中
央
病
院

　
❷
富
山
市
立
富
山
市
民
病
院

相
談
内
容
　
日
常
生
活
の
看
護
、

　
医
療
処
置
や
助
言
、
健
康
状
態

　
の
観
察
、
認
知
症
の
看
護
、
介

　
護
者
の
相
談
・
支
援
、
痛
み
に

　
関
す
る
ケ
ア
な
ど

▼
問
合
せ
先

　
訪
問
看
護
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー

　（
☎
４
３
１
‐
０
２
３
０
）

訪
問
看
護
に
関
す
る

相
談
会
の
開
催

無
料
健
康
相
談
窓
口
開
設

　
50
人
未
満
の
事
業
場
で
働
い
て

い
る
方
や
労
働
衛
生
管
理
を
担
当

し
て
い
る
方
を
対
象
と
し
た
健
康

相
談
を
実
施
し
ま
す
。

と
き
　
11
月
11
日
㈭

　
午
前
９
時
〜
午
後
５
時

と
こ
ろ
　
伊
井
外
科
医
院

　（
☎
４
７
５
‐
１
１
６
０
）

相
談
内
容　

健
康
診
断
結
果
に
基

　
づ
い
た
健
康
管
理
や
日
常
生
活

　
に
お
け
る
健
康
保
持
増
進
の
方

　
法
な
ど

※
事
前
に
電
話
予
約
が
必
要
で
す
。

▼
問
合
せ
先
　
富
山
県
魚
津
地
域

　
産
業
保
健
セ
ン
タ
ー

　（
☎
０
７
６
５
‐
22
‐
０
３
１
８
）

と
き
　
11
月
25
日
㈭

　
午
後
１
時
30
分
〜
４
時
30
分

と
こ
ろ
　
市
役
所
１
階
市
民
相
談
室

内
容
　
住
居
確
保
相
談
・
生
活
資

　
金
相
談
・
職
業
訓
練
相
談
・
求

　
人
情
報
の
提
供
な
ど

▼
問
合
せ
先
　
県
非
正
規
労
働
者

　
等
総
合
支
援
セ
ン
タ
ー

　（
☎
４
３
３
‐
８
４
２
２
）

生
活
・
就
労
相
談
員

に
よ
る
巡
回
相
談

地
デ
ジ
相
談
会
開
催

と
き
　
12
月
13
日
㈪
〜
17
日
㈮

　
午
前
10
時
〜
午
後
４
時

と
こ
ろ
　
市
民
交
流
プ
ラ
ザ
１
階

　
　
　
　
　
市
民
交
流
サ
ロ
ン

※
相
談
無
料

　
地
区
や
町
内
の
行
事
に
合
わ
せ

て
「
地
デ
ジ
相
談
会
」
を
開
催
す

る
こ
と
も
で
き
ま
す
。
開
催
希
望

が
あ
れ
ば
、
デ
ジ
サ
ポ
富
山
ま
で

お
電
話
く
だ
さ
い
。

▼
問
合
せ
先
　
デ
ジ
サ
ポ
富
山
　

　（
☎
４
３
９
‐
２
５
３
３
）

　
午
前
９
時
〜
午
後
６
時（
平
日
）

　
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
滑
川
で
は
、
１

人
で
も
多
く
の
方
に
早
期
再
就
職

を
目
指
し
て
い
た
だ
く
た
め
、
ハ

ロ
ー
ワ
ー
ク
魚
津
と
合
同
で
面
接

の
機
会
を
提
供
す
る
「
合
同
就
職

面
接
会
」
を
開
催
し
ま
す
。

と
き
　
11
月
17
日
㈬

　
午
後
１
時
30
分
〜
４
時

と
こ
ろ
　
新
川
文
化
ホ
ー
ル

　
　
　
　
　
展
示
ホ
ー
ル

参
加
事
業
所
　
約
40
社

▼
問
合
せ
先
　
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
滑

　
川
職
業
相
談
第
一
部
門

　（
☎
４
７
５
‐
０
３
２
４
）

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
魚
津
・
滑
川

合
同
就
職
面
接
会
の
開
催

ひ
き
こ
も
り
等

家
族
相
談
会

　
ひ
き
こ
も
り
の
お
子
さ
ん
を
支

え
て
い
る
ご
家
族
の
気
持
ち
が
楽

に
な
る
よ
う
専
門
家
が
サ
ポ
ー
ト

し
ま
す
。
お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ

さ
い
。

と
き
　
11
月
26
日
㈮

　
　
　
午
後
２
時
〜
4
時

と
こ
ろ
　
県
中
部
厚
生
セ
ン
タ
ー

内
容
　
座
談
会

講
師
　
臨
床
心
理
士

▼
問
合
せ
先

　
県
中
部
厚
生
セ
ン
タ
ー
地
域
保

　
健
班
（
☎
４
７
２
‐
１
２
３
４
）

看護職員就業支援相談
　看護職への再就業を希望される方や看護
職に興味をお持ちの方に専門の相談員が情
報提供や復職の相談をお受けします。
と　き　毎月第３木曜日
　　　　10:00 ～ 16:00
ところ　滑川公共職業安定所
　　　　（ハローワーク滑川）
問合せ先　富山県看護協会
　（☎４３３‐５６８０）

　滑川公共職業安定所
　　　　（ハローワーク滑川）

　暮らしの中の
　法務なんでも相談所
　日ごろ、仕事などの都合でなかなか法務局をご利用になれ
ない方々のご相談をお受けするため、休日相談所を開催します。
と　き　11 月 14 日㈰　9:00 ～ 16:30
ところ　富山地方法務局（富山合同庁舎内）
相談内容　土地・建物・会社・法人などの登記、戸籍・国籍、
　　　　成年後見登記、供託、人権擁護、相続などについて
　　　　（予約不要、相談無料）
問合せ先　富山地方法務局（☎４４１‐０５５０）

滑川市役所　〒936-8601 滑川市寺家町104 ☎475-2111

事
業
主
の
皆
さ
ま
へ
　
大
学
な
ど
卒
業
後
３
年
以
内
の
既
卒
者
を
正
規
雇
用
し
た
事
業
主
の
方
に
奨
励
金
を
支
給
し
ま
す
。
詳
し
く
は
、
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　
▼
問
合
せ
先
　
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
滑
川
（
☎
４
７
５
‐
０
３
２
４
）

就
職
に
悩
む
若
者
や
家
族

の
方
の
た
め
の
巡
回
相
談

と
き
　
毎
月
第
１
・
３
金
曜
日

　
午
後
１
時
30
分
〜
４
時
30
分

と
こ
ろ
　
魚
津
総
合
庁
舎
１
階
相

　
談
室
（
魚
津
市
新
宿
10
‐
７
）

▼
申
込
み
・
問
合
せ
先
　

　
ヤ
ン
グ
ジ
ョ
ブ
と
や
ま

　（
☎
４
４
５
‐
１
９
９
６
）

年 

金

●
年
金
受
給
者
の
皆
さ
ん
へ

〜
扶
養
親
族
等
申
告
書
〜

　
老
齢
ま
た
は
退
職
を
支
給
事
由

と
す
る
年
金
に
は
所
得
税
が
か
か

り
、
受
け
取
る
年
金
か
ら
源
泉
徴

収
さ
れ
ま
す
。

　
源
泉
徴
収
の
際
に
控
除
を
受
け

る
に
は
、
あ
ら
か
じ
め
「
扶
養
親

族
等
申
告
書
」
を
年
金
事
務
所
に

提
出
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

こ
の
申
告
書
（
は
が
き
）
は
、
11

月
上
旬
ま
で
に
日
本
年
金
機
構
か

ら
対
象
と
な
る
方
へ
送
付
さ
れ
ま

す
の
で
、
12
月
上
旬
ま
で
に
必
ず

提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
期
限
ま
で

に
提
出
さ
れ
な
い
と
控
除
が
受
け

ら
れ
ず
、
所
得
税
の
源
泉
徴
収
税

額
が
多
く
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す

の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

　
な
お
、
扶
養
親
族
等
申
告
書
の

送
付
対
象
は
次
の
方
で
す
。

●
65
歳
未
満
で
年
金
額
が
１
０
８

　
万
円
以
上
の
方

●
65
歳
以
上
で
年
金
額
が
１
５
８

　
万
円
以
上
の
方

※
障
害
年
金
や
遺
族
年
金
に
は
所

　
得
税
が
か
か
り
ま
せ
ん
の
で
、

　
申
告
書
は
送
付
さ
れ
ま
せ
ん
。

▼
問
合
せ
先
　

　
魚
津
年
金
事
務
所

　（
☎
０
７
６
５
‐
24
‐
５
１
５
３
）

●
社
会
保
険
料
（
国
民
年
金
保
険

料
）
控
除
証
明
書
に
つ
い
て

　
国
民
年
金
保
険
料
は
、
全
額
が

社
会
保
険
料
控
除
の
対
象
と
な
り

ま
す
。
年
末
調
整
や
確
定
申
告
の

際
に
、
1
年
間
の
納
付
額
を
申
告

す
る
こ
と
に
よ
り
税
の
控
除
が
受

け
ら
れ
ま
す
が
、
生
命
保
険
料
な

ど
と
同
様
に
証
明
書
の
添
付
が
義

務
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
こ
の
た
め
、
日
本
年
金
機
構
本

部
か
ら
11
月
上
旬
に
「
社
会
保
険

料
（
国
民
年
金
保
険
料
）
控
除
証

明
書
」
が
国
民
年
金
の
被
保
険
者

ご
本
人
に
送
付
さ
れ
ま
す
。
年
末

調
整
や
確
定
申
告
の
際
に
は
、
必

ず
こ
の
証
明
書
や
領
収
証
書
が
必

要
と
な
り
ま
す
の
で
、
大
切
に
保

管
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
問
合
せ
先
　

　
魚
津
年
金
事
務
所

　（
☎
０
７
６
５
‐
24
‐
１
４
９
４
）

　
控
除
証
明
書
専
用
ダ
イ
ヤ
ル
　

　
※
平
成
23
年
３
月
15
日
ま
で
　

　（
☎
０
５
７
０
‐
０
７
０
‐
１
１
７
）


